
 

令和 6 年度  

嘉手納町立幼稚園申込案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

■継続して入園、預かり保育を希望する場合も申込み手続きが必要です。 

■申込み必要書類に不備がある場合は受付する事ことができませんので、ご留意ください。 

■入園決定後でも、申込書、添付書類等に虚偽がある場合は、入園取消や支給認定の取消となるこ

とがあります。 

■受付期間内に申込みの方を優先に入所認定をします。 

■申請時と世帯状況に変更がある場合（世帯変更、住所変更、就労の状況など）は、嘉手納町教育

委員会 教育指導課まで届出が必要です。 

 

申込期間：令和 5 年 10 月 2 日（月）～10 月 31 日（火） 
※②以外の土日祝祭日を除く 

受付時間：8 時 30 分～17 時 15 分 【正午～午後 1 時は除く】 

※① 10 月 20 日（金）、10 月 31 日（火）は、午後 7 時まで受付します。 

※② 10 月 29 日（日）は、午後 1 時～午後 5 時まで受付します。 

受付場所：嘉手納町教育委員会 教育指導課 【町役場 3 階】 

 

● 申込者は、各幼稚園でお子様同伴の面談があります。 

面談日時 令和 5 年１１月１0 日（金）午後 2 時～午後 4 時 

  面談場所 嘉手納幼稚園／屋良幼稚園（申込み先の幼稚園） 
 

【問い合わせ先】   

〈入園等申込み〉 嘉手納町教育委員会 教育指導課 学務係 TEL：956-1111（内線 257） 

〈面談について〉 嘉手納幼稚園   TEL：９５６－４０３９ 

         屋良幼稚園    TEL：９５６－４１４０ 

※ 申請書類等様式は、嘉手納町教育委員会や各町立幼稚園で配布、又は嘉手納町教育委員会ホーム

ページへ掲載しています。 



令和 6 年度 嘉手納町立幼稚園募集要項 
１ 入園対象者 

 次の年齢で、嘉手納町に住所を有している者です。 

５歳児 平成３０（2018）年４月２日生 ～ 平成３１（2019）年４月１日生 

４歳児 平成３１（2019）年４月２日生 ～ 令和２ （2020） 年４月１日生 

３歳児 令和２ （2020） 年４月２日生 ～ 令和３ （2021） 年４月１日生 

 

２ 入園指定園区域 

原則、居住する区域により申込みする幼稚園が指定されます。 

・屋良幼稚園  ：東区、中央区 

・嘉手納幼稚園 ：北区、南区、西区、西浜区 

 

３ 定員数 

・在園児は、教育・保育を継続するため優先的に入園となります。（受付期間を過ぎた場合を除く） 

・受付期間内に定員を超える場合は、抽選となり、対象者へ通知致します。 

・受付期間以降は、申請順での入園となり、定員の空きがない場合は、他園との調整になります。調整できない場合

は、申請順にて入園待機となります。 

定
員
数 

幼稚園名 ５歳児クラス ４歳児クラス ３歳児クラス 

屋良幼稚園 ６０名（30 名×2 クラス） ２５名（1 クラス） ２０名（1 クラス） 

嘉手納幼稚園 ９０名（30 名×2 クラス） ２５名（1 クラス） ２０名（1 クラス） 

※ 表示の定員数は各幼稚園の最大数です。次年度開始時点の利用者数により、変動する可能性があります。 

４ 幼稚園 実施時間等 

① 教育・保育時間 ：８時１５分 から１４時 00 分 

② 休業日     ：土日祝日、慰霊の日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日、学年末休業日、学年始休業日、

その他園長が指定した日 

 

５ 給食について 

 ・長期休業期間以外の昼食は、５歳児は「学校給食」、３歳児、４歳児は「ケイタリング」となります。 

 ・アレルギーをお持ちのお子様については、弁当持参になる場合があります。 

 ・毎月第 3 木曜日は弁当の日です。（ただし、行事等により弁当の日が変更になることがあります。） 

 

6  保育料等について 

① 幼稚園保育料 ０円／月額 幼稚園保育料の保護者負担額は０円です。 

② 給食費  4,250 円／月額 給食費（主食費＋副食費）は、原則、保護者の負担となります。 

・主食費【1,000 円】は、補助制度があり、入園後に手続きがあります。 

・副食費【3,250 円】は、保護者及び世帯員（扶養義務者）の市町村県民税額が 77,101 円未満、又は対象児以

外に小学校第 3 学年修了前の子どもが同一世帯に 2 人以上おり、対象児がその 3 人目以降になる場合は免除対象

となります。 

■表示した給食費の金額は、令和 5 年 9 月 25 日時点のものです。規程の改正等に伴い変更されることがあります。 

■副食費免除対象者の切替えの時期は 9 月です。４月から８月までの期間は前年度市町村税額により、9 月以降は当年

度市町村税額により免除対象者を決定します。（税情報の確認のため、所得がない方も確定申告が必要です） 

※ 教材費等については、別途費用としてご負担することになります。 


